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専

決

処

分

し

た

事

件

の

報

告

に

つ

い

て

 

  

区

立

保

育

園

の

漏

水

事

故

に

つ

い

て

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

百

八

十

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

別

紙

の

と

お

り

裁

判

外

の

和

解

の

専

決

処

分

を

し

た

の

で

、

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

報

告

す

る

。
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二
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別
紙 一 

和

解

概

要 
㈠ 
甲
は
、
乙
に
対
し
、
解
決
金
と
し
て
、
金
百
十
八
万
二
千
円
を
支
払
う
。 

㈡  

甲
及
び
乙
は
、
本
件
に
関
し
、
㈠
の
ほ
か
、
何
ら
の
債
権
債
務
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。 

㈢  

甲
は
、
今
後
こ
の
よ
う
な
事
故
が
起
き
な
い
よ
う
に
再
発
防
止
に
取
り
組
む
。 

二 

事

案

の

概

要 

㈠ 

当

事

者 
 

甲 
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
業
務
受
託
者
株
式
会
社
Ｕ
Ｒ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
東
京
東
住
ま
い
セ
ン
タ
ー 

㈠ 

当

事

者 
 

乙 

江
戸
川
区 

㈡ 

事
案
の
経
緯 

 

令
和
五
年
六
月
六
日
に
、
集
合
住
宅
の
一
部
に
設
置
さ
れ
た
区
立
保
育
園
に
お
い
て
漏
水
事
故
が
発
生
し
、
当
該
保
育
園
に 

お
い
て
家
財
（
家
具
及
び
遊
具
）
が
損
傷
す
る
損
害
を
受
け
た
こ
と
に
関
し
、
甲
と
乙
と
の
間
で
和
解
を
行
っ
た
も
の 

三 

専

決

処

分

日 
 

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
（
同
年
三
月
七
日
和
解
） 


